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第２次広域計画の策定趣旨 

 広域計画は、広域連合に求められる広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応することを

基本に、広域連合を組織する市町やその住民に対して、『広域連合が掲げる目標や事務処

理の具体的方針を示し、広域連合と関係市町が相互に連携しながら適切な役割分担のも

と機能的に事務処理を進めていくための指針』となる計画です。 

 天草広域連合では、地方自治法第２９１条の７の規定に基づき、平成１８年度から平

成２７年度までの１０年間を期間とする広域計画を策定し、事務を進めてきましたが、

当圏域では、尐子化や経済情勢の低迷等を要因として急速に人口が減尐しているうえ、

都市化の進展や住民生活が多様化する一方で、交通網の整備拡充により、住民生活範囲

及び経済活動範囲は広域化や一極集中が進む半面、周辺部では高齢化等で過疎化する地

域が顕在化するなど地域間格差が広がる傾向を示しています。また、情報通信技術の飛

躍的発展により、情報の高速伝達と共有性から行政サービスに対する住民ニーズの多様

化・混在化が行政需要供給の非効率を生み出し、財政基盤の低下と相まって市町単独で

の行政運営をさらに難しくしています。 

 市町負担金に財源を依存している当広域連合にとって、これらの諸情勢の変化を的確

にとらえ多様化する広域行政需要に効果的に対応するためには、圏域全体の将来像を見

据えた施策展開と行財政運営が求められ、限られた人員や財源を効率的に活用しながら、

関係する市町と連携し実現可能な施策及び事務事業を展開する必要があり、様々な時代

潮流の変化・検証と広域事務に対する市町の考え方や住民の意見を反映しながら、第２

次広域計画を策定することとしました。 

 第２次広域計画の策定にあたっては、有識者委員や各地域の識見者委員で構成する広 

域計画等策定審議会の答申を尊重し、答申に盛り込まれた提言や意見を反映させたもの 

となっており、『天草はひとつ』という認識のもと、新しい時代に対応すべき目標や将来 

像の実現を見据えた計画としています。 
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第２次広域計画の構成 

広域計画は、国、県の重要施策及び関係市町の基本構想や諸施策との調和を保つとと 

もに、広域計画等策定審議会の答申に基づき、広域計画として策定する項目に『主要目

標』を設定し、時代潮流の検証等の計画策定の視点を経て課題・現状等を整理し、主要

目標に対する各項目の最終目標とその実現に向けた施策、事務事業の達成方針を計画す

るものとします。 

 （計画策定の視点） 

○ 尐子高齢化、経済情勢の変化、関係市町の財政状況、住民ニーズの多様化等の時

代潮流の変化に的確に対応できる計画を目指します。 

○ 関係市町の関連事務の推進施策・動向等について連携した計画を目指します。 

○ 関係市町や住民の意見を反映し、施策の目標をより明確にした計画を目指します。 

○ 住民との協働・参画による圏域の発展と住民福祉の向上に寄与する計画とします。 

  （第２次広域計画の項目） 

 ⑴ 介護保険法に基づく介護認定審査会の設置運営並びに認定システムの開発及び管

理運営に関すること。 

 ⑵ 関係市町職員等の共同研修に関すること。 

 ⑶ 広域サインに関すること。 

 ⑷ 消防に関すること。 

 ⑸ ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。 

 ⑹ ごみ処理施設に附帯する集会施設の設置及び管理運営に関すること。 

 ⑺ 関係市町の広域にわたる事務のあり方の調査研究及び広域的連携に基づく計画等

の策定に関すること。 

 ⑻ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

  

第２次広域計画の計画期間 

第２次広域計画の計画期間は、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、 

５年ごとに見直しを行うこととしています。 
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天草圏域の概況 

天草圏域は、熊本県の西南部に位置し、有明海、不知火海及び天草灘に囲まれた大小 

１２０余りの島々からなる島しょ地域で、東西４８Ｋｍ、南北４４ｋｍ、面積８７６Ｋ

㎡を有し、標高６００ｍまでの山々が多く、森林面積が約６７％を占め、平坦地が尐な

く、河川は短く保水力に乏しいため、自然災害や水不足の要因となっています。 

気象条件は、年平均１７℃前後、年間降雨量約１,８００ｍｍと比較的温暖で多雨とな 

っていることから、当圏域の産業は、海に囲まれた環境と温暖な気候を生かし、漁業、

農業を基幹産業として発展してきました。また、南蛮文化、キリシタンの歴史、イルカ

ウォッチングや恐竜化石など多くの観光資源や風光明媚な自然に恵まれた地域であり、

その資源を生かしたマラソンやトライアスロン、ハイヤ踊り等の元気溢れる天草の様々

な取り組みを展開するとともに、基幹産業である農林水産業の活性化のため柑橘類や野

菜、花き栽培の振興や魚介類のブランド化等を進めているところです。 

また、「新幹線くまもと創り」の推進については、「観光をはじめとする交流の促進」

及び「農林水産業・商工業の振興」を基本戦略として、天草圏域の自然、物産を活用し

た体験型観光振興による交流促進や天草陶磁器の需要拡大を通して、各プロジェクト事

業の具体化に取り組んでいます。 

これらの産業の振興と住民生活の利便性向上に欠かせない社会資本の整備においては、 

熊本都市圏と天草圏域の連携強化を図るため地域高規格道路の整備や港湾施設、広域農

道等の農林水産業をはじめとする基盤整備を進めるとともに、九州圏域全体のアクセス

として天草空港の利用促進、圏域を超えた交流連携構想の実現を目指しています。 

一方、住民の生活に直結する市町行政については、地方分権型社会構築を基本に基礎 

自治体としての行財政能力の向上を図るため、広域合併が進められ、平成１６年３月に

上天草市が、平成１８年３月には天草市がそれぞれ誕生し、圏域内は、苓北町を含めて

２市１町で構成することとなりました。 

このような中、天草広域連合は、住民の生活活動範囲や経済活動範囲が市町の枠を超 

え広域化し、行政需要も効率化が求められることから、平成１１年７月に介護保険事務

の対応を図ることを目的に設立し、その後、消防事務、ごみ処理事務等を加え現在に至

る体制となっています。 
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 主要目標 

『公正・公平な介護認定審査事務の推進と効率的な運営』 

   介護保険法の趣旨に基づき、関係市町と連携し、公正・公平な介護認定審査事務を

推進するとともに、持続性のある効率的な運営を目指します。 

 

 【経緯】 

   高齢化に伴い、寝たきりや認知症等により要介護者が増加する中、だれもが安心し

て暮らせる社会の実現を目指して、平成１２年４月から介護を社会全体で支える介護

保険制度が始まりました。 

  天草広域連合では、介護保険に関する広域的な事務として、平成１１年１０月に介

護認定審査会を設置し、審査判定を開始しました。 

   

 【現状と課題】 

   公正・公平な介護認定審査会を行うため、地域内の関係団体等の推薦による医療、

福祉、保健の各分野の学識経験者１７０人以内において介護認定審査会委員を委嘱す

るとともに、２０以内の合議体を編成し、昼、夜に分けて介護認定審査会を各会場に

おいて開催しています。 

  介護認定審査会を適切に運営していくためには、今後も各分野の介護認定審査会委

員の確保を図り、合議体編成や効率的審査件数等に配慮する必要があります。 

 

 【今後の方針】 

   介護認定審査会については、医療、福祉、保健分野の関係団体と連携を密にしなが

ら介護認定審査会委員の確保を図り、円滑な審査会運営を行います。 

  また、国の動向に注視しながら関係市町と情報の共有を図り、制度の運営に努めま

す。 

 

【主要施策】 

 ○ 円滑な審査会運営のため、関係機関と連携し、介護認定審査会委員の確保を図り

ます。 

 ○ 公正・公平な審査判定維持のため次の施策を推進します。 

  ・委員の会議並びに検討会、勉強会により、委員の知識、技術の向上を図る施策 

１  介護保険法に基づく介護認定審査会の設置運営並びに認定シス

テムの開発及び管理運営に関すること 

４ 



  ・認定審査の平準化や一次判定の精度向上に資するための情報や意見交換など連携 

を図る施策 

 ○ 関係市町と連携して、介護認定システムの開発及び適切な管理運営を行います。 

○ 効率的な介護認定審査会の事務処理体制について、関係市町と協議・検討に関す

る施策を図ります。 
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 主要目標 

『関係市町職員等の資質の向上及び相互交流による圏域一体感の熟成』 

関係市町及び一部事務組合の職員の研修機会を確保するとともに、研修を通じて資

質の向上、人材の育成を図り、市町等間相互の交流を通じて圏域内の一体感の熟成を

行い、行政及び地域の活性化を推進します。 

 

 【経緯】 

   著しく変動する社会情勢の中、住民の多様な行政ニーズに対応するため、より高度

で専門的な知識や技術の取得、職員の資質の向上、広域的な視点の熟成等を目的に、

平成１１年度から階層別及び専門分野別の職員共同研修を行ってきました。 

 

 【現状と課題】 

  尐子高齢化と過疎化が急速に進行する中で、地方分権や高度情報化、国際化の進展

により社会情勢が目まぐるしく変化し、行政に対する住民ニーズも多様化・広域化し

ています。このような中で、住民の負託に応え、広域的見地を持ちながら住民サービ

スを提供するためには、職員一人ひとりが時代の変化に的確に対応し、柔軟な発想と

新たな視点で住民サービスを行うことが重要であり、職員の資質向上と能力開発と広

域的視点からの職員研修を行う必要があります。 

 

 【今後の方針】 

  分権型社会の「自己責任」と「自己決定」の原則のもと、その自主性を高めるため

行政と住民が協働し、相互に連携しながら地方自治を形成することが望まれ、職員の

果たすべき役割は大きく、政策の形成能力、効率的な行財政運営能力、時代に即応で

きる判断能力と資質の向上が求められています。併せて、天草圏域内での職員の相互

交流により「天草圏域はひとつ」であるという一体感の熟成を目指します。 

 

 【主要施策】 

 ○ 広域連合は、関係市町及び熊本県市町村職員研修協議会と連携して職員研修計画

を策定し、職員共同研修を実施します。 

 ○ 広域連合は、関係市町と連携して、資質向上及び能力育成に必要な職員研修を推

進します。 

 

２  関係市町職員等の共同研修に関すること 

６ 



 

 

  

 主要目標 

『天草圏域の観光及び経済振興の推進』 

天草圏域の良好な景観の形成と情報の発信及び来訪者の円滑な誘導を広域的に行い、

地域の観光及び経済振興を推進します。 

 

 【経緯】 

   平成元年度から２ヶ年事業で、天草全域に一体的な統一デザインによる案内誘導観

光サインを天草広域サイン計画（旧天草広域市町村圏協議会）に基づき、全国に先駆

けて整備しました。 

   

 【現状と課題】 

   広域サインは、平成１８年度に４ヵ国語（日本語、英語、韓国語及び中国語）表記

でリニューアル事業を実施しましたが、九州新幹線全線開業や熊本・本渡間の地域高

規格道路の整備並びに幹線道路の改良等に対し、現在設置の広域サインだけではその

役割を十分果たしきれない部分が生じています。 

 

 【今後の方針】 

天草圏域の豊かな財産である自然環境を有効に活用しながら、交流人口の増加を広

域的かつ総合的に推進していく必要があり、良好な景観の形成と情報の発信及び来訪

者の円滑な誘導を広域的に行い、地域の観光及び経済振興を推進するとともに、関係

市町と連携して『天草はひとつ』の認識のもと、新たな広域サインの検討・開発を推

進します。 

  

 【主要施策】 

 ○ 関係市町、関係機関との連携による九州新幹線の主要駅舎や幹線道路等に広域サ

イン活用による案内板等の設置活動を推進します。 

 ○ 他圏域との横軸、縦軸構想を有機的に結ぶ新たなサインの開発検討による天草圏

域の観光及び経済振興施策の推進を図ります。 

 ○ 既設の広域サインの維持管理施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

３  広域サインに関すること 

７ 



 

 

   

主要目標 

『安全で安心して暮らせるまち』 

総合的な消防力の充実・確保により住民の生命と財産の保持増進を図り『安全で安

心して暮らせるまち』を目指します。 

 

 【経緯】 

  昭和２３年消防組織法が施行され、自治体消防制度が発足し、天草圏域においては、

昭和２９年に本渡市消防署が設置され、常備消防として活動を開始しました。 

  また、昭和３９年に牛深市消防署が設置され、昭和４６年、広域常備消防として１

市３町（旧本渡市、旧有明町、旧新和町及び旧五和町）の本渡地区消防組合、昭和４

８年には、天草全市町による天草消防組合が発足し、平成１３年７月に消防事務を当

広域連合へ統合編入し、現在に至っています。 

   

 【現状と課題】 

１ 多様化する住民ニーズに応えていくため、厳しい財政状況の中、限られた財源で

効率的な消防体制を構築するため、さらなる構造改革を進める必要があります。 

２ 都市構造や生活形態の変化などに伴い、災害はますます複雑・多様化する傾向に

あり、各地で発生している大規模地震をはじめ、テロや新型インフルエンザパンデ

ミックなど不測の事態に迅速、的確に対処するため、これまで以上に危機管理体制

の充実強化が求められています。 

３ 地域高規格道路をはじめ上島中央広域農道の開通や天草上島と下島を結ぶ第２架

橋の整備推進に伴い、消防活動にも大きな変化を生じることからこれまでとは違っ

た事故や災害に対する消防救助体制の整備が必要です。 

４ 災害発生時に何よりも大切なことは、日頃から地域での防災意識を高め、住民一

人ひとりが互いに助け支えあいすばやい初期対応を行っていくことです。そのため、

「自分たちのまちは自分たちで守る」という共通認識の下、各地域で自主防災組織

の充実を図るとともに、関係機関が連携を深めていくことが必要です。 

５ 高齢化の進展と核家族化、疾病構造の変化などにより救急需要が高い水準で推移

していく中、救命率の向上を図るため、医師会や医療機関など関係機関とより一層

連携を強化し、メディカルコントロール体制を充実していくとともに、住民の期待

に応え得る救急行政を推進していくことが必要です。 

６  近年、建物の大規模化や用途の複合化が進み、小規模雑居ビルの防火管理体制で 

４  消防に関すること 

８ 



は、違反是正や防火管理の徹底、避難・安全基準の充実強化が求められています。 

 また、建物火災の死傷者では、住宅火災による割合が８割を超え、中でも高齢者の

占める割合が大きいことから当圏域では、住宅防火対策が予防行政における重要課題

となっています。特にグループホームなど小規模施設において相次いで火災が発生し

ていることから、関係機関との連携を密にし、防火安全対策の推進に取り組むことが

必要です。 

 

 【今後の方針】 

  『安全で安心して暮せるまち』の実現に向け、重点的に取り組むべき項目を次の４

項目とし、明確な目標を定めて積極的に推進します。 

１ 消防体制の再構築 

消防体制の再構築を行うに当たっては、総合的な消防力の充実・確保による効率

的な組織体制を目指します。 

○ 火災をはじめ複雑・多様化する消防事故の災害現場にいち早く到着し、的確な 

消防活動を行い、人命危険の排除及び被害の軽減を図っていくために、迅速な出

動体制の確立を目指します。 

○ 通常時の消防力をはるかに上回る大規模災害や予測し得ない特殊災害に対応で

きる基盤整備の確立を目指すとともに、災害発生時における地域との連携協力に

よる防災体制の確立を目指します。 

○ 防災拠点となる消防署所庁舎の耐震化等による機能回復を図るとともに、ＰＡ

連携や第２事案への対処可能な人員配置及び将来を見据えた署所の配置を推進し、

緊急車両の集中配備等による機動力の確保を目指します。 

２ 救急行政の推進 

高齢化の進展や交通事故の増加などにより増大する救急需要に、迅速、適切に対

応できるよう救急体制の確立を目指します。 

○ 傷病者の救命率を向上させるため、救急救命士の養成を計画的に進めていくと

ともに、医師会や医療機関との連携強化を目指します。  

○ 救急車の到着までの間の応急処置は、救命率向上に大きな効果があり、引き続

き、各種救命講習会をはじめ住民への応急手当の普及活動を促進します。 

３ 火災予防体制の整備 

ビル火災や危険物施設の火災が相次ぐ中、消防法や関係法令の遵守の徹底に向け、

査察の強化を図り、違反処理体制の確立と違反是正の推進に努めます。 

○ 建物火災の未然防止や被害を軽減するため、住宅防火診断をさらに充実すると 

ともに、一般家庭や事業所における自主防火管理体制の推進など、市町や消防団

など関係機関と住民や事業所の連携強化を深めながら、防災意識向上に資する防

９ 



火防災体制の確立を目指します。 

○ 建物火災から高齢者や障害者の安全を確保するため、災害弱者に配慮した防火

安全対策を推進します。 

４ 人材育成と組織の活性化 

  消防職員の人材育成と活性化を図ります。 

○ 多様化する住民ニーズや新たな消防需要に対応し、消防サービスの充実を図る

ため消防職員の育成と組織の活性化のため、職員研修や訓練を実施し、能力開発

に積極的に取り組みます。 

○ 住民の意見やニーズを消防行政に反映していくために、住民の消防行政への参

画を推進します。 

 

 【主要施策】 

 ○ 消防体制の再構築として次の施策を推進します。 

・消防署所再編による効率的な署所の配置に関する施策 

・消防署所庁舎の耐震化、機能回復及び維持管理に関する施策 

・緊急車両の現場到着所要時間の短縮に関する施策 

・自主防災組織の訓練指導等に関する施策 

・関係市町及び消防団との連携強化に関する施策 

○ 救急行政として次の施策を推進します。 

・救急体制の充実強化に関する施策 

・救急高度化事業に関する施策 

・医療機関との連携強化に関する施策 

・応急手当の普及啓発に関する施策 

○ 火災予防体制の整備としての次の施策を推進します。 

・違反処理体制に関する施策 

・防火安全対策に関する施策 

・危険物施設保安対策に関する施策 

○ 人材育成と組織の活性化として次の施策を推進します。 

・人材育成に関する施策 

・組織の活性化に関する施策 

・消防行政への住民参画に関する施策 
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主要目標 

『天草圏域の循環型社会形成の推進』 

天草圏域の豊かな自然や生活環境を将来の世代に適切に引き継ぐため、環境への負

荷の尐ない循環型社会形成を推進します。 

 

 【経緯】 

  昭和５２年度から旧本渡地区清掃センター及び旧松島地区清掃センターの供用を開

始しましたが、施設の老朽化に加え、ごみ量の増大、ごみ質の多様化により適正な処

理が難しくなったため「ごみ処理処分基本計画」を策定し、平成８年度に松島地区清

掃センター、平成１０年度に新白洲一般廃棄物最終処分場、平成１２年度から本渡地

区清掃センターを更新・整備し、供用開始しています。また、圏域内には、この施設

以外に天草市が管理運営する３ヶ所のごみ処理施設と２ヶ所の最終処分場があります。 

   

 【現状と課題】 

  ごみ処理施設の環境への負荷軽減策として、ダイオキシン類の排出削減のため広域

化による全連続炉への取組みが求められており、熊本県の一般廃棄物処理広域化計画

においては、当面１００トン/日規模以上の焼却施設の整備が可能な広域圏を形成し、

将来的には３００トン/日規模以上の拠点施設での整備が可能となる圏域の構築を目

指すとされています。 

  天草圏域には５ヶ所の焼却施設と３ヶ所の最終処分場がありますが、それぞれの施

設の現状を考慮しながら、圏域全体を見据えた効率的な処理体制の確立を図ることを

基本に、施設整備計画を策定する必要があります。 

  また、関係市町のごみ処理行政の基本方針と調和を保ちながら、住民の生活基盤で

ある環境が将来にわたって持続されるよう環境への負荷を軽減する施策により、天草

圏域の循環型社会の形成を図る必要があります。 

 

 【今後の方針】 

『天草圏域の循環型社会形成の推進』を図るため、重点的に取り組むべき項目を次

の３項目とし、積極的な施策を展開します。 

１ ごみ処理については、関係市町と連携し、住民の協力のもと廃棄物の発生抑制、

循環資源の適正な分別回収により、圏域のごみ排出量の削減に努めるとともに、適

正な処分の確保に係る施策を推進します。 

５  ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること 

１１ 



２ ごみ処理施設の整備にあたっては、住民の理解と協力のもと圏域の既存ごみ処理

施設の統廃合により、環境への負荷の軽減及び廃棄物行政の効率化を図ります。 

３ 最終処分場については、将来的な処分能力の確保を図るとともに、効率的な最終

処分体制の確立に向けた施策を推進します。 

 

 【主要施策】 

 ○ 関係市町の廃棄物行政における諸施策との連携に関する施策を推進します。 

  ・ごみ排出量の削減に関する施策 

○ ごみ処理施設の設置及び管理運営について次の施策を推進します。 

・圏域５ヶ所のごみ処理施設の統廃合に関する施策 

・施設統合に係る住民サービスの維持に関する施策 

○ 最終処分場の設置及び管理運営について次の施策を推進します。 

・処分能力の確保に関する施策 

・圏域の効率的な最終処分体制の確立に向けた施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 



 

 

 

  

主要目標 

『地域住民の福祉の増進と連合施設への理解と協力の推進』 

集会施設が地域コミュニティの場として住民福祉の増進及びごみ処理施設が住民の

社会資本整備の根幹にかかわる業務であることの理解と協力による信頼関係の構築を

目指します。 

 

 【経緯】 

  平成１１年度に松島地区清掃センター内に、ミニバレーボールのできる体育館機能

を備えた集会施設として「松島地区集会所」を建設し、管理運営しています。 

   

 【現状と課題】 

  松島地区集会所の管理に当たっては、管理人を置かず利用者自らが後片付けを行い、

施設の開錠・施錠について、平日は職員が、平日の夜と土日及び祝日は清掃センター

運転管理委託業者が行っていますが、今後、新ごみ処理施設完成後の運営等について

有効活用できるように関係市町と協議する必要があります。 

 

 【今後の方針】 

地域と融和した施設となるよう住民の利用を促進し、住民に親しまれる施設の管理 

運営に努めるものとします。 

 

 【主要施策】 

 ○ 集会施設の設置及び管理運営について次の施策を推進します。 

・集会施設の維持管理に関する施策 

・新ごみ処理施設完成後の施設の有効利用に係る協議検討に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

６  ごみ処理施設に附帯する集会施設の設置及び管理運営に関する

こと 

１３ 



 

 

 

  

 【経緯】 

  平成１１年の広域連合設立と同時に介護認定審査会の運営に係る事務を中心に行っ

てきましたが、広域的な行政運営をさらに効果的かつ効率的に行うため、それぞれ圏

域内の一部事務組合が行ってきた「ごみ処理事務」、「消防事務」及び「斎場事務」を

平成１３年に連合事務に加えました。 

斎場事務については、平成１８年に天草市へ移管し、現在の連合事務処理体制とな

っています。 

   

 【現状と課題】 

  天草圏域内には、し尿を取り扱う一部事務組合があり、この統合編入についても関

係市町と協議検討する必要があります。また、国の地方分権推進による権限委譲や他

の広域事務の調査研究が進められていますが、すでに関係市町が広域合併により２市

１町となっている現状から、地方分権や基礎的自治体の権能拡充の流れを考慮し、連

合の事務のあり方についても協議検討する必要が生じています。 

 

 【今後の方針】 

関係市町の基本方針や諸施策と整合性を保ちながら、権限委譲事務、効率性が高く 

広域的検討を要する事務及び広域連合の事務のあり方についても調査検討を行い、関

係市町と協議・検討を進めることとします。 

 また、関係市町と広域的な連携を基本とする計画等の策定が生じた場合は、協議・

検討し策定するものとします。 

 

 【主要施策】 

 ○ 広域にわたる事務のあり方について次の施策を推進します。 

・広域連合の事務のあり方の調査検討に関する施策 

・圏域内一部事務組合のあり方の調査検討に関する施策 

・権限委譲事務、広域的連携に基づく計画等の作成に関する施策 

・「天草圏域はひとつ」として市町業務の連携等の調査研究に関する施策 

 

 

 

７  関係市町の広域にわたる事務のあり方の調査研究及び広域的連

携に基づく計画等の策定に関すること 

１４ 



 

 

  

  この第２次広域計画の期間は、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、

５年間を基本に当該計画期間の満了前に見直しを行うものとします。 

  ただし、事務事業の追加等変更の必要が生じた場合は、天草広域連合議会の議決を

経て改定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  広域計画の期間及び改定に関すること 

１５ 
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